
 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 27年４月１日からハローワークプラザ可児

において雇用保険の失業給付の申請、支給（注）を行

うこととなりました。 

（注）：可児市及び可児郡御嵩町に居住の方 

なお、従前から行っております職業相談・職業紹介及び 

可児外国人ワンストップ雇用サービスコーナー での相談等は

引続き行いますのでご利用ください。 

 

平日の火曜日及び木曜日の午前中は、失業給付の認定日（支給日）で混み

合いますので、来所時にはご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

岐阜労働局・ハローワーク多治見 

℡（０５７２）２２－３３８１ 

 

 

 「ハローワークプラザ可児」 

業務拡充のお知らせ 

平成２７年４月１日以降 

の開庁時間は次のとおりです。 

 

＜ハローワークプラザ可児＞（雇用保険給付業務を含む） 

９：００～１７：１５（月曜日～金曜日） 

℡（０５７４）６０－５５８５ 

 

＜可児外国人ワンストップ雇用サービスコーナー＞ 

１０：００～１７：００（月曜日～金曜日）（通訳の配置時間等は未定） 

 

※土曜日は開庁していません。 

 


